
平
成
二
十
年
四
月
一
日
受
領

答
弁
第
二
一
九
号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
一
九
号

平
成
二
十
年
四
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
九
六
年
五
月
の
ビ
ザ
な
し
交
流
に
同
行
し
た
外
務
省
職
員
が
暴
行
を
受
け
た
と
さ
れ
る

や
り
取
り
の
経
緯
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
九
六
年
五
月
の
ビ
ザ
な
し
交
流
に
同
行
し
た
外
務
省
職
員
が
暴
行
を
受
け
た
と
さ

れ
る
や
り
取
り
の
経
緯
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

苗
木
の
持
込
み
及
び
植
樹
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
七
一
号
）

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
外
務
省
と
し
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
四
島
交
流
の
枠
組
み
で
北
方
領
土

を
訪
問
し
た
御
指
摘
の
訪
問
団
の
具
体
的
な
行
程
を
記
載
し
た
日
程
表
に
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
お
り
、
ま

た
、
北
海
道
庁
か
ら
事
前
に
協
議
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
御
指
摘
の
者
は
御
指
摘
の
訪
問
団
の
出
発
式
に
出
席
し
て
い
た

と
承
知
し
て
い
る
。

四
、
八
及
び
十
一
か
ら
十
五
ま
で
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
七
一
号
）
四
、
五
、
七
、
八
及
び
十
か
ら
十
七
ま
で

に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
外
務
省
と
し
て
御
指
摘
の
事
実
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
当
時
、
主
に
御
指
摘
の
者
か
ら

提
出
さ
れ
た
当
時
の
報
告
書
及
び
診
断
書
か
ら
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
報
告
書
に
は
、
御
指
摘
の
事
実
が
御
指
摘

の
訪
問
団
が
使
用
し
た
船
舶
内
で
あ
っ
た
こ
と
を
含
め
、
御
指
摘
の
事
実
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
た
と
承
知
し
て
お
り
、
十

一



分
な
客
観
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
他
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
文
書
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

当
時
の
報
告
書
は
、
平
成
八
年
五
月
二
十
七
日
付
け
で
作
成
さ
れ
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日
内
閣
衆

質
一
六
九
第
九
八
号
）
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
外
務
省
関
係
局
課
と
し
て
欧
亜
局
ロ
シ
ア
課
（
当
時
）
、
条
約
局

法
規
課
（
当
時
）
及
び
大
臣
官
房
総
務
課
に
、
局
長
以
上
の
幹
部
と
し
て
大
臣
、
事
務
次
官
、
外
務
審
議
官
、
官
房
長
及
び

欧
亜
局
長
（
当
時
）
に
配
布
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
当
時
の
報
告
書
及
び
診
断
書
は
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
に
お
い

て
保
管
さ
れ
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
事
例
に
即
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
仮
定
の
質
問
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
り
、
ま
た
、
御
指
摘
の
よ
う
な
文
書
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。

十
に
つ
い
て

平
成
八
年
五
月
二
十
七
日
に
外
務
省
欧
亜
局
長
（
当
時
）
が
御
指
摘
の
議
員
と
の
間
で
本
件
に
つ
い
て
電
話
で
や
り
取
り

二



し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

十
六
及
び
十
七
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
九
八
号
）
十
二
に
つ
い
て
で
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
武

藤
顕
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
が
、
電
話
に
て
御
指
摘
の
者
に
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
者
か
ら
、
御

指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
記
憶
に
な
い
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
外
務
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た

と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

三


